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会でのご

質問
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11月16日

住民説明

会でのご

質問

事前に町会関係者と話していると思うが、統合案以外に、校区変更

について話をしたのかどうか

・住民説明会で申し上げましたように、区役所としては統合が現状取り

うる最善の案と考え、関係地域の代表者等とお話してきましたが、関係

地域から校区変更の方が良いといった意見はありませんでした。

九条東小学校区の方が九条東小学校以外の学校をどのくらいの比率

で選んでいるのか

・過去10年間の平均では

九条東小学校に約45％、

九条南小学校、九条北小学校に約22％、

上記以外の市立小学校に約7％、

私立小学校などその他として約26％

となっております。

統合後に九条北小学校に移った場合、九条東小学校よりも駅から遠

いため、児童いきいき放課後事業のお迎えに間に合わない。延長は

可能なのか

・（担当部局に確認）現在、いきいき活動室の時間延長については、下

記の内容により実施しております。時間延長のご利用にあたっては、い

きいき活動室にご相談ください。

【実施条件】活動室において５名以上延長希望者がいる場合に実施

※年間利用（希望月のみの利用不可）

【実施時間】18：00～19：00

【利用料金】月額：5,000円

【実施日】平日、長期休業日（土曜日実施なし）

・（区役所より）なお、九条北小学校は九条駅から徒歩約6分、自転車で

約3分となっています。

令和５年12月７日時点

ご意見・ご質問 見解

以前、校区変更を行ったのは何年前か ・区内の直近の校区変更は、堀江小学校区の一部区域を、日吉小学校も

通学可能な調整区域として変更する旨の内容で、平成15年4月1日施行で

実施しています。
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3回の住民説明会に出席し、意見を述べた者だが、複式学級になる状

況であり、統合はやむを得ない。統合に向け、今後、課題解消の

上、しっかり頑張ってもらいたい。

地域全体の未就学児を増やす努力が必要と考える。

九条地域の３つの小学校を２つの小学校に再編することにより、本市の

再編インセンティブ制度を活用し、地域代表等に参画いただいて設置す

る会議体においてご意見を聞きながら、通常の学校にはない取組みを

行ってまいります。今後一層、魅力ある学校づくりを行い、未就学施設

へ取組状況の周知も行うことにより、未就学児や児童が集うまちづくり

を進めていきたいと考えています。

こちらの意見をきくと言うより、ご理解くださいと言う印象。

私は賛成ですが、私が東小校区だったらまた違う意見だったかもし

れません。

　区役所と住民の意見をきき、以前からやってきた行政改革のなか

での波に従わざるおえないのが現状と感じました。

　しかし、校区変更の意見等、労力が必要とは思いますができるこ

とはやってもらったほうが住民のみなさんの理解が得られるのでは

と考えました。

　意見としては、東小の60人程度が2つに分散するのであれば、児童

が予想以上に増える可能性の想定は必要と思いますが、現状で増築

工事が必要な根拠を教えて頂きたい。

住民のみなさんの理解を得るのは、大変と思いますが、見守ってい

ます。いつもありがとうございます。

・住民説明会においては区役所案であり、現状取りうることのできる最

善の案と申し上げました。住民説明会の他、様々なご意見をお聞きした

上で大阪市としての案となった場合には、市会に対して関連する予算の

可否を判断いただく旨、お答えしました。

・校区変更については、住民説明会でも申しげましたように、学校は地

域のボランティアのご理解・ご協力があって成り立っていることから、

行政の都合で通学区域を変更すると学校に対するご理解・ご協力をいた

だけないことや、現に学校選択制により隣接小学校に通学できる制度と

しておりますが、九条東小学校を選んで通学する方がきわめて少ない状

況です。また、関係地域の代表者等に対し事前に説明いたしましたが、

校区変更の方が良いとの意見はなく、住民説明会後においても、関係地

域の代表者あるいは、学校協議会や、区役所と区内各連合振興町会長と

の会議等から、校区変更の方が良いとの意見はない状況です。

・増築工事が必要な理由については、住民説明会でも申し上げましたよ

うに、今よりも魅力ある学校づくりを行うことや、現状校舎において不

足する特別支援学級の教室や、広さの不足する特別教室についても併せ

て整備する必要があり、統合段階で教室が不足することがないよう、推

計を見込んでおります。

10月上旬の学校選択制に係る新1年生対象の学校説明会に区役所職員

が来て補足説明された。来年すぐや３～4年後の統合はないと説明さ

れていたが11月の住民説明会では6年後に統合するとの話であった。

10月の区役所の補足説明は、九条東小の統廃合はないと受け止めた

ので家族間でずいぶん悩んで最終的には九条南小への入学を決定し

た。区役所がわざわざ来て補足説明しに来校したので統合の決定が

出るとは思いもしなかった。

学校再編に係る調整や検討の途上ではありましたが、近年、「九条東小

学校が来年廃校になる」といった噂が流れていたことや、統合になった

としても九条東小学校をサポートする意向を伝えるため、10月に九条東

小学校で開催の学校説明会終了後に「来年や3～4年後すぐに統合するこ

とはないです。ただし6年後や未来まで統合がないとまでは言えない。し

かしながら将来、統合となったとしても教員数の加配を行うなど、今の

教育が維持できるよう、区役所としてサポートしてまいる」旨、説明し

ました。今後も可能な限り、伝わる情報伝達に努めてまいります。
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学校再編について考え直してもらいたい。

なぜ校区再編とか、長期スパンで現状の学校の体制で考えてもらえ

なかったのか。

住民説明会の開催案内が不十分ではないか、保護者だけでなく、年

配の方々も地域のことなので知っておくべきである。再度住民説明

会を開催してもらいたい。

・校区再編については、NO5でお答えしているとおりです。

・マンション建設など現時点で想定できる内容を基に推計を見込んでお

り、児童数の推計が大阪市学校活性化条例に規定する12学級に満たない

見込みであるため、現状取りうることのできる最善の案と考えていま

す。

・開催案内は西区ホームページ・西区役所内で周知した他、在校生の保

護者、関係地域の連合振興町会、近隣の保育所・幼稚園等にも配布して

おります。また、住民説明会に出席できなかった方のために、住民説明

会での議事録を掲載しております。区役所といたしまして、今後、年末

を目途に教育委員会会議において「学校再編整備計画案」の議決をめざ

すとともに、必要な予算の確保を行ったうえで、令和6年度から令和10年

度にかけて校舎増築等の設計及び工事を行うなど、令和11年4月に再編し

たいと考えております。引き続きメール等でのご意見・お問い合わせを

お待ちしています。


